
目

次

告

示

△

新
た
に
生
じ
た
土
地
の
確
認
及
び
字
の
区
域
の
変
更

(

市
町
行
財
政
室)

…
…
…
一

△

救
急
病
院
等
の
認
定

(

医
療
対
策
室)

…
…
…
一

△

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

(

社
会
援
護
室)

…
…
…
一

△

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
の
廃
止

(

〃

)

…
…
…
二

△

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

障
害
者
支
援
室)

…
…
…
二

△

道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
河
川
管
理
室)

…
…
…
三

△

道
路
の
供
用
開
始

(

〃

)

…
…
…
三

公

告

△

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

文
化
・
県
民
協
働
室)

…
…
…
三

△

争
議
行
為
の
予
告

(
労
働
福
祉
室)

…
…
…
四

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

四

監
査
委
員
公
表

△

十
月
例
月
出
納
検
査
の
結
果

五

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
九
百
三
十
九
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
公
有
水
面

の
埋
立
て
に
よ
っ
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
が
三
原
市
の
区
域
内
に
生
じ
た
旨
及
び
同
法
第
二
百
六

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
当
該
土
地
を
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
、
三
原
市
長
か

ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
十
一
月
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
九
百
四
十
号

次
の
病
院
の
開
設
者
か
ら
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条

の
規
定
に
よ
る
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
の
で
、
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
十
八
年
十
一
月
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
九
百
四
十
一
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
同
法
に
よ
る
医

療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
も
の
を
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
十
一
月
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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1

三
原
市
鷺
浦
町
向
田
野
浦
二
五
四
三
の
三
に
接
す
る
市
道
に
接
す

る
堤
か
ら
二
三
〇
五
に
接
す
る
市
道
を
経
て
二
三
〇
五
の
五
に
至

る
間
の
土
地
の
地
先

位

置

上

欄二
、
八
四
五
・
八
一

平
方
メ
ー
ト
ル

面

積

三
原
市
鷺
浦
町
向
田

野
浦 下

欄

寺
岡
整
形
外
科
病
院

医
療
法
人
財
団
愛
人
会

河
村
病
院

名

称

福
山
市
南
本
庄
三
丁
目
一
番
五
二
号

広
島
市
中
区
大
手
町
一
丁
目
四
番
一
一
号

所

在

地

平
成
二
一
年
一
一
月
八
日

平
成
二
一
年
一
一
月
八
日

効
力
を
有
す
る
期
限

更
新

更
新 備

考

(定期)

定

第 ８５

期

号

発行者 広 島 県

広 島 県 総 務 部発行所 総務管理局文書法制室

購読料 月 額 ２�７００円



広
島
県
告
示
第
九
百
四
十
二
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
診
療
所
等
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
十
一
月
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
九
百
四
十
三
号

障
害
者
自
立
支
援
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
指

定
自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
、
次
の
も
の
を
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
十
一
月
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

病
院
又
は
診
療
所

平成18年11月 9日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 8 1号

2

三
原
赤
十
字
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ビ
ジ

テ
呉

風
早
薬
局

み
ら
さ
か
薬
局

あ
や
め
薬
局

沖
見
店

薬
局
・
レ
イ

く
ま
の
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

診
療
所

ク
ボ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ

ク 桜
尾
歯
科
医
院

橋
田
歯
科
医
院

さ
の
歯
科
医
院

荒
田
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

宗
盛
医
院

澤
医
院

宮
島
ク
リ
ニ
ッ
ク

お
の
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

友
安
医
院

い
し
ね
フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
リ
ニ
ッ

ク 松
田
医
院

医
療
法
人
社
団

公
仁
会

斎

島
診
療
所

焼
山
中
央
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

名

称

三
原
市
東
町
二
丁
目
七
―
一

呉
市
中
央
六
丁
目
一
〇
―
一
九

東
広
島
市
安
芸
津
町
風
早
一
一
一
八
―
二

三
次
市
三
良
坂
町
三
良
坂
字
高
木
二
六
三
四
―
五

府
中
市
上
下
町
上
下
二
〇
九
七
―
一

三
原
市
城
町
三
丁
目
五
―
六

安
芸
郡
熊
野
町
平
谷
八
五
一

安
芸
郡
坂
町
坂
西
一
丁
目
二
三
―
八

廿
日
市
市
桜
尾
三
丁
目
一
―
一
五

廿
日
市
市
新
宮
一
―
二
―
二
六

府
中
市
中
須
町
一
五
―
五

大
竹
市
西
栄
一
―
八
―
一
九

安
芸
郡
熊
野
町
萩
原
六
二
四
八
―
一

江
田
島
市
大
柿
町
小
古
江
六
六
八
―
二

廿
日
市
市
宮
島
町
一
一
八
五
―
一

東
広
島
市
安
芸
津
町
風
早
一
一
一
八
―
一
四

東
広
島
市
高
屋
町
高
屋
堀
八
四
三
―
二

三
原
市
本
郷
町
本
郷
四
六
八
〇
―
一

呉
市
中
通
二
―
四
―
一
一

呉
市
豊
浜
町
斎
島
一
六
〇
五
―
一

呉
市
焼
山
中
央
二
丁
目
五
―
七

所

在

地

平
成
一
八
年

九
月

一
日

平
成
一
八
年

九
月

一
日

平
成
一
八
年
一
〇
月

一
日

平
成
一
八
年
一
〇
月

一
日

平
成
一
八
年
一
〇
月

一
日

平
成
一
八
年

九
月
一
九
日

平
成
一
八
年

九
月
二
一
日

平
成
一
八
年
一
〇
月

一
日

平
成
一
八
年
一
〇
月

一
日

平
成
一
八
年

八
月

二
日

平
成
一
八
年

八
月
二
二
日

平
成
一
八
年
一
〇
月

一
日

平
成
一
八
年

九
月
二
二
日

平
成
一
八
年

九
月

一
日

平
成
一
八
年
一
〇
月

一
日

平
成
一
八
年
一
〇
月

一
日

平
成
一
八
年
一
〇
月

一
日

平
成
一
八
年
一
〇
月

一
日

平
成
一
八
年
一
〇
月

一
日

平
成
一
八
年

八
月

九
日

平
成
一
八
年
一
〇
月

一
日

指

定

年

月

日

ア
カ
シ
ア
薬
局

東
城
店

ハ
ー
ブ
薬
局

薬
局
・
レ
イ

ク
ボ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

橋
田
歯
科
医
院

佐
野
歯
科
医
院

恵
愛
ク
リ
ニ
ッ
ク

澤
病
院

宗
盛
医
院

友
安
医
院

焼
山
中
央
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

温
養
院
付
属
診
療
所

松
田
病
院

名

称

庄
原
市
東
城
町
川
東
一
四
七
―
三

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
中
野
一
八
六
八
―
四

三
原
市
城
町
三
丁
目
八
―
二
三

安
芸
郡
坂
町
坂
西
一
丁
目
二
三
―
八

廿
日
市
市
新
宮
一
―
一
〇
―
四
三

府
中
市
中
須
町
一
五
―
四

山
県
郡
北
広
島
町
阿
坂
二
二
九
九
―
二
一
五

江
田
島
市
大
柿
町
小
古
江
六
六
八
―
二

安
芸
郡
熊
野
町
六
二
四
八
―
一

東
広
島
市
西
条
御
条
町
一
―
二
五

呉
市
焼
山
中
央
二
丁
目
五
―
七
ク
リ
ニ
ッ
ク
モ
ー

ル

リ
フ
レ
一
Ｆ

呉
市
焼
山
中
央
六
丁
目
六
―
一
三

呉
市
中
通
二
―
四
―
一
一

所

在

地

平
成
一
八
年

七
月
三
一
日

平
成
一
八
年

八
月
一
六
日

平
成
一
八
年

九
月
一
八
日

平
成
一
八
年

九
月
三
〇
日

平
成
一
八
年

七
月
三
一
日

平
成
一
八
年

八
月
二
一
日

平
成
一
八
年

九
月
一
五
日

平
成
一
八
年

八
月
三
一
日

平
成
一
八
年

九
月
一
六
日

平
成
一
八
年

九
月
三
〇
日

平
成
一
八
年

九
月
三
〇
日

平
成
一
八
年

六
月
三
〇
日

平
成
一
八
年

九
月
三
〇
日

廃

止

年

月

日

ク
ラ
ー
ク
矯
正
歯

科 広
島
県
立
身
体
障

害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

医
療
セ
ン
タ
ー

名

称

三
原
市
港
町
一
丁

目
二
―
三
船
木
商

事
ビ
ル
一
Ｆ

東
広
島
市
西
条
町

田
口
二
九
五
―
三

所
在
地

育
成
・
更
生
医
療

育
成
・
更
生
医
療

自

立

支

援

医
療
の
種
類

歯
科
矯
正

整
形
外
科

標

ぼ

う

し
て
い
る

診
療
科
名

高

田

賢

二

黒

瀬

靖

郎

指
定
自
立
支
援
医

療
を
主
と
し
て
担

当
す
る
医
師
又
は

歯
科
医
師
の
氏
名

平
成
一
八
年

一
一
月
一
日

平
成
一
八
年

一
一
月
一
日

指
定
年
月
日

(定期)



二

薬
局
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

広
島
県
告
示
第
九
百
四
十
四
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
建
設

局
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路
線
名

四
八
六
号

三

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
九
百
四
十
五
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
建
設

局
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

公公公

告告告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平成18年11月 9日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 8 1号

3

矯
正
歯
科
森
本

三
次
市
畠
敷
町
八

八
〇
―
三
―
一
Ｆ

育
成
・
更
生
医
療

歯
科
矯
正

森

本

徳

明

平
成
一
八
年

一
一
月
一
日

い
ず
み
薬
局

エ
ン
ゼ
ル
薬
局
志
和
店

か
が
み
や
ま
薬
局

森
川
薬
局
支
店

大
竹
ヘ
ル
シ
ー
薬
局

せ
と
う
ち
薬
局

日
本
調
剤
上
下
薬
局

キ
ヨ
シ
堂
薬
局

み
ら
さ
か
薬
局

あ
や
め
薬
局
沖
見
店

い
な
ほ
薬
局

オ
ー
ツ
カ
薬
局

サ
ン
薬
局

名

称

安
芸
高
田
市
向
原
町
戸
島
一
九
二
二
―
二

八 東
広
島
市
志
和
町
志
和
東
一
一
九
五
―
一

東
広
島
市
西
条
町
御
園
宇
二
四
二
〇
―
二

廿
日
市
市
宮
島
口
一
丁
目
一
二
―
二

大
竹
市
西
栄
一
丁
目
一
二
―
一
八

尾
道
市
因
島
土
生
町
一
八
四
七
―
二

府
中
市
上
下
町
上
下
九
七
〇
―
三

廿
日
市
市
宮
内
八
五
九
―
四

三
次
市
三
良
坂
町
三
良
坂
字
高
木
二
六
三

四
―
五

府
中
市
上
下
町
上
下
二
〇
九
七
―
一

尾
道
市
古
浜
町
一
四
七
七
―
一
〇

呉
市
本
通
三
丁
目
二
―
一
六

大
竹
市
油
見
一
丁
目
九
―
一
〇

所

在

地

育
成
・
更
生
医
療

育
成
・
更
生
医
療

育
成
・
更
生
医
療

育
成
・
更
生
医
療

育
成
・
更
生
医
療

育
成
・
更
生
医
療

育
成
・
更
生
医
療

育
成
・
更
生
医
療

育
成
・
更
生
医
療

育
成
・
更
生
医
療

育
成
・
更
生
医
療

育
成
・
更
生
医
療

育
成
・
更
生
医
療

自
立
支
援
医
療

の

種

類

平
成
一
八
年

一
一
月
一
日

平
成
一
八
年

一
一
月
一
日

平
成
一
八
年

一
一
月
一
日

平
成
一
八
年

一
一
月
一
日

平
成
一
八
年

一
一
月
一
日

平
成
一
八
年

一
一
月
一
日

平
成
一
八
年

一
一
月
一
日

平
成
一
八
年

一
一
月
一
日

平
成
一
八
年

一
一
月
一
日

平
成
一
八
年

一
一
月
一
日

平
成
一
八
年

一
一
月
一
日

平
成
一
八
年

一
一
月
一
日

平
成
一
八
年

一
一
月
一
日

指
定
年
月
日

府
中
市
目
崎
町
字
川
淵
一
五
九
番
一
地
先
か
ら

府
中
市
目
崎
町
字
新
開
一
一
番
七
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

の
別

一
一
・
三
〇
〜

二
〇
・
七
〇

七
・
二
〇
〜
一

〇
・
六
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

六
一
〇
・
〇
〇

六
一
〇
・
〇
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

拡
幅 備

考

一
般
国
道
四
八

六
号 路

線

名

府
中
市
目
崎
町
字
川
淵
一
五
九
番
一
地
先
か
ら

府
中
市
目
崎
町
字
新
開
一
一
番
七
地
先
ま
で

供

用

を

開

始

す

る

区

間

平
成
一
八
年
一
一
月

九
日

供
用
を
開
始
す
る
日

(定期)



平
成
十
八
年
十
一
月
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

労
働
関
係
調
整
法

(

昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成

十
八
年
十
月
三
十
日
付
け
で
広
島
県
医
療
労
働
組
合
連
合
会
執
行
委
員
長
亀
井
惠
美
子
か
ら
争
議
行
為
を
行

う
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

争
議
行
為
の
目
的

賃
金
そ
の
他
の
労
働
条
件
の
改
善

二

争
議
行
為
の
日
時

平
成
十
八
年
十
一
月
十
日
午
前
零
時
か
ら
本
件
の
要
求
解
決
に
至
る
ま
で
の
期
間

三

争
議
を
行
う
場
所

広
島
中
央
保
健
生
活
協
同
組
合
総
合
病
院
福
島
生
協
病
院
、
同
草
津
診
療
所
、
同
コ
ー
プ
五
日
市
診
療

所
、
同
福
島
生
協
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
同
生
協
歯
科
ひ
ろ
し
ま
、
同
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
、
同
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
同
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
基
町
、
同
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
コ
ス
モ
ス
、
同
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
草
津
か
も
め
、
同
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
プ
五
日
市
、
同
広
島
中
央
保
健

生
協
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
同
広
島
さ
え
き
病
院
及
び
広
島
中
央
保
健
生
活
協
同
組
合
、
広
島
医
療

生
活
協
同
組
合
広
島
共
立
病
院
、
同
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
共
立
、
同
も
み
じ
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
、
同
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
虹
、
同
協
同
診
療
所
、
同
津
田
診
療
所
、
同
た
ん
ぽ
ぽ
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
、
同
沼
田
診
療
所
、
同
す
ず
ら
ん
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
同
あ
す
な
ろ
生
協
診
療
所
、
同
コ
ー

プ
共
立
歯
科
、
同
え
の
か
わ
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
同
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
津
田
及
び
広
島
医

療
生
活
協
同
組
合
に
お
い
て
、
広
島
県
医
療
労
働
組
合
連
合
会
に
加
盟
す
る
広
島
中
央
保
健
生
活
協
同
組

合
及
び
広
島
医
療
生
活
協
同
組
合
の
組
合
員
が
従
事
す
る
全
職
場

四

争
議
行
為
の
概
要

あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
を
行
う
。

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

94号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

18年
11月

９
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長�

須
司

登

平成18年11月 9日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 8 1号
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特
定
非
営
利
活

動
法
人
も
ち
も

ち
の
木

特
定
非
営
利
活

動
法
人
の
名
称

竹
中

寛

代
表
者

の
氏
名

広
島
県
広
島
市

中
区
土
橋
町
五

番
三
五
号

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
及
び

痴
呆
高
齢
者
、
そ
の
他
手
助

け
を
必
要
と
す
る
人
々
に
対

し
て
、
住
民
参
加
と
ボ
ラ
ン

タ
リ
精
神
の
も
と
に
、
地
域

に
根
ざ
し
た
介
護
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
、
す
べ
て
の
人
々

が
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
地
域

社
会
づ
く
り
と
福
祉
の
増
進

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

・
目
的
の
変

更・
特
定
非
営

利
活
動
の
種

類
の
変
更

・
特
定
非
営

利
活
動
に
係

る
事
業
の
変

更 定
款
変
更

の

内

容

平
成
一
八
年

一
〇
月
二
六

日 申
請
の
あ
っ

た
年
月
日

6P
1000

6P
0970

6P
1028

6P
1035

検
定

番
号

同
上

同
上

同
上

告
示
の
日

(平
成

18年
11
月
９
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

同
上

同
上

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 遊
技
機
の

種
類

Ｃ
Ｒ
Ｇ
メ

ン
’

75Ｋ
Ｈ

2

Ｃ
Ｒ
Ｇ
メ

ン
’

75Ｋ
Ｓ Ｃ
Ｒ
Ａ
開

け
！
チ
ュ

ー

リ
ッ
プ

Ｃ
Ｒ
パ
チ

ク
エ
Ｂ
Ａ

Ｒ 型
式
名

同
上

同
上

株
式
会
社
大
一
商
会

代
表
取
締
役
市
原�

明
(愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区

鴨
付
町
一
丁
目

22番
地
)

株
式
会
社
サ
ン
セ
イ
ア

ール
ア
ン
ド
デ
ィ

代
表
取
締
役
梅
村
義
孝

(愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸

の
内
二
丁
目

11番
13号

)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

(定期)



監監監

査査査

委委委

員員員

公公公

表表表

平
成
十
八
年
十
月
二
十
五
日
に
実
施
し
た
例
月
出
納
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
九
日

広
島
県
監
査
委
員

坪

川�
巳

同

田

辺

直

史

同�
橋

義

則

同

近

光

章
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(定期)



古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています
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(定期)(定期)

10 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成18年10月25日執行

１ 歳計現金� 歳入歳出外現金及び基金に属する現金

平成18年９月30日現在における平成18年度一般会計・各特別会計�歳入歳出外現金及び基金の状況は次のとおりで�
現金出納事務は適正に行われ�正確であると認めた｡� 一般会計及び特別会計

(単位�円)
� 歳入歳出外現金 (単位�円)� 基 金 (単位�円)

２ 公営企業会計

平成18年９月30日現在における平成18年度の病院事業会計�工業用水道事業会計�土地造成事業会計及び水道用水供
給事業会計の資金収支の状況は次のとおりで�現金出納事務は適正に行われ�正確であると認めた｡

(単位�円)

区 分 予 算 額
本 月 分 累 計 収 入 済 額 と

支 出 済 額 と
の差 (累計)収 入 済 額 支 出 済 額 収 入 済 額 支 出 済 額

一 般 会 計 1,005,292,155,650 76,022,567,616 127,565,620,614 414,051,423,370 387,215,829,778 26,835,593,592

特 別 会 計 258,736,784,000 59,090,175,531 52,421,081,862 107,914,975,421 62,846,139,174 45,068,836,247

合 計 1,264,028,939,650 135,112,743,147 179,986,702,476 521,966,398,791 450,061,968,952 71,904,429,839

前 月 末 保 管 額 本 月 受 額 本 月 払 額 本 月 末 保 管 額

3,651,819,886 1,356,481,223 1,274,660,139 3,733,640,970

前 月 末 現 在 額 本 月 受 額 本 月 払 額 本 月 末 現 在 額

158,015,237,968 0 0 158,015,237,968

区 分
前 月 か ら の

繰 越 額 � 本 月 分 累 計 翌 月 へ の
繰 越 額
(Ａ＋Ｂ－Ｃ)収 入 額 � 支 出 額 � 収 入 額 支 出 額

病 院
事業会計

610,922,396 2,788,710,048 2,960,828,918 14,785,741,510 14,488,250,084 438,803,526

工 業 用 水 道
事業会計

3,369,742,064 337,911,998 492,004,653 1,413,978,234 1,613,941,586 3,215,649,409

土 地 造 成
事業会計

13,813,928,919 726,059,664 1,933,315,568 13,877,752,839 5,725,082,121 12,606,673,015

水道用水供給
事業会計

9,196,325,891 1,040,845,716 4,292,311,010 9,780,946,163 11,137,907,408 5,944,860,597

公営企業部計 26,379,996,874 2,104,817,378 6,717,631,231 25,072,677,236 18,476,931,115 21,767,183,021

合 計 26,990,919,270 4,893,527,426 9,678,460,149 39,858,418,746 32,965,181,199 22,205,986,547


